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健康保険組合に関するよくあるご質問Ｑ＆Ａ（健康保険組合向け） 

 

健康保険証 

令和６年 12月２日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 48 号）の一部

が施行され、同日以降、従来の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保

険証（健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをいう。）を基本とす

る仕組みに移行しました。 

 

よくあるご質問につきましては、順次追加していく予定です。 

 

資格取得 

 

再雇用 

Ｑ 60 歳以上の方で定年退職し同じ職場に継続して再雇用となりました。給料

が大幅に下がりましたが、随時改定の対象となりますか。 

 

随時改定 

Ｑ 随時改定の対象となる場合はどのような場合ですか。 

Ｑ 固定的賃金とはどのような賃金ですか。 

Ｑ 一時帰休により通常の給料より低額の休業手当を支給された場合、随時改定

に該当しますか。 

 

健康保険料 

Ｑ 会社に在籍のまま海外に居住することとなりましたが、その間の健康保険料

の支払はどうなりますか。 

Ｑ 海外に居住しますが住民票上日本国内に住所を有する場合、介護保険料の支

払は免除となりますか。 

Ｑ 健康保険料の支払が納付期限より遅れた場合どうなりますか。 

 

任意継続被保険者 

Ｑ 任意継続被保険者ですが倒産・解雇等により離職したため、国民健康保険料

（税）の軽減措置に該当しそうです。保険料の前納をなかったことにする申

出を、当該月の保険料の納付期限までに受付した場合は、翌月ではなく同月

から資格喪失とすることは可能ですか。 

Ｑ 申出書の様式は健康保険組合独自で作成してもよいですか。 

Ｑ 口頭の申出で受付してもよいですか。 

Ｑ 雇用保険受給資格者証以外で、対象者を確認することは可能ですか。 
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Ｑ 一旦前納がなかったことを申し出た後、それを撤回することは可能ですか。 

Ｑ 特定受給資格者等である特例退職被保険者も対象となりますか。 

 

 

健康保険組合 

 

報告 

Ｑ 予算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。 

Ｑ 決算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。 

Ｑ 「組合管掌健康保険事業状況報告」（月報）はいつまでに行えばよいですか。 

 

規約 

Ｑ 組合会議員の任期はどのくらいが適当ですか。また、起算日はいつからです

か。 

Ｑ 選挙区内における被保険者数に著しく変動があった場合は、議員数を変更し

なければならないですか。 

Ｑ 一般保険料率の変更を行う場合、いつまでに手続を行えばよいですか。 

 

予算 

Ｑ 収入支出予算概要表で必要のない項目を削除して作成してもよいですか。 

Ｑ 福利厚生施設の解約による預託金の一般勘定収入の計上科目は何になりま

すか。 

Ｑ 国庫補助金収入について、名目計上することは可能ですか。 

Ｑ 組合財政支援交付金について、名目計上することは可能ですか。 

 

準備金 

Ｑ 準備金および別途積立金を株式による形態で保有してもよいですか。 

 

支出 

Ｑ 保険給付費の支給決定を 3 月に行い被保険者への支払が 4 月になった場合、

支出年度はどうすればよいですか。 

 

財産の処分 

Ｑ 健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合、どのような手続が必要

ですか。 
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資格取得 

 

再雇用 

Ｑ 60 歳以上の方で定年退職し同じ職場に継続して再雇用となりました。給料

が大幅に下がりましたが、随時改定の対象となりますか。 

Ａ 60 歳以上の被保険者が退職後継続して再雇用される場合、就業規則の他客

観的に継続再雇用であることを明らかにすることができる書類（雇用契約、

辞令等）の添付があれば随時改定の取扱いとせず、再雇用として資格喪失届

と資格取得届を提出することが出来ます。 

 

随時改定 

Ｑ 随時改定の対象となる場合はどのような場合ですか。 

Ａ 下記の条件にすべてあてはまる場合随時改定の対象となります。 

1. 昇給や降給、給与体系の変更により固定的賃金に変動があったとき。 

2. 固定的賃金の変動があった月を含めて、その後 3 ヶ月の報酬の平均額と

現在の報酬月額を比べて標準報酬月額表で 2等級以上の差があり、かつ、

それぞれの支払基礎日数が 17日以上あるとき。 

 

Ｑ 固定的賃金とはどのような賃金ですか。 

Ａ 固定的賃金とは基本給、役付手当、通勤手当等月単位で一定額が継続して支

給されるものであり、残業手当など稼働実績により支給されるものは含みま

せん。 

 

Ｑ 一時帰休により通常の給料より低額の休業手当を支給された場合、随時改

定に該当しますか。 

Ａ 一時帰休により報酬が下がった場合は固定的賃金の変動とみなされ、随時改

定の対象となります。また、一時帰休の状態が解消し報酬が従前に戻った場

合も随時改定の対象となります。 

 

 

健康保険料 

Ｑ 会社に在籍のまま海外に居住することとなりましたが、その間の健康保険

料の支払はどうなりますか。 

Ａ 健康保険料は一般保険料と介護保険料に大きく分けられますが、そのうち介

護保険料については、「当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌

日からその資格を喪失する」となっております。そのため、介護保険適用除

外（該当・非該当）届に海外に移住したことが確認できる住民票除票等を添

付し、健康保険組合に手続を行うことによって支払が免除となります。ただ
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し、一般保険料の支払は免除となりません。 

 

Ｑ 海外に居住しますが住民票上日本国内に住所を有する場合、介護保険料の

支払は免除となりますか。 

Ａ 海外に移住したことが確認できる住民票除票等の添付が不可能の場合、客観

的に海外居住事実を確認できる資料の添付があれば、手続を行うことが出来

ます。 

 

Ｑ 健康保険料の支払が納付期限より遅れた場合どうなりますか。 

Ａ 健康保険組合の指定する督促指定期限までに保険料の納付がなかった場合

は、国税滞納処分の例によって処分されることとなります。また、納付が遅

れたことにより延滞金も加算されます。 

 

延滞金＝（一般保険料＋介護保険料）×年 14.6％（注 1）÷365×日数(注 2) 

 

（注 1）平成 27 年 1 月より延滞金の利率について、当分の間本則と特例のいず

れか低い割合に見直しが行われた。（令和 7 年は特例の割合が本則を下

回っているため、年 8.7％（健康保険料の納付期限から 3 ヶ月を経過す

る日までの期間については年 2.4％）） 

（注 2）健康保険料の納付期限の翌日から納付した日の前日までの日数。 

 

任意継続被保険者 

Ｑ 任意継続被保険者ですが倒産・解雇等により離職したため、国民健康保険料

（税）の軽減措置に該当しそうです。保険料の前納をなかったことにする申

出を、当該月の保険料の納付期限までに受付した場合は、翌月ではなく同月

から資格喪失とすることは可能ですか。 

Ａ 月の初日の到達により、当該月の保険料が既に納付されたとみなされるため、

申出を受け付けた日の翌月の資格喪失となります。 

 

Ｑ 申出書の様式は健康保険組合独自で作成してもよいですか。 

Ａ 申出書は健康保険組合で独自の様式を定めて作成していただいて結構です。

ただし、必ずしも新たに専用申出書を作成する必要はありません。 

 

Ｑ 口頭の申出で受付してもよいですか。 

Ａ 申出の受理は申出書と、特定受給資格者等であることを確認できる雇用保険

受給資格者証（写）が必要です。FAX等の代替手段で確認できる場合は、口

頭の受付でも結構です。 
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Ｑ 雇用保険受給資格者証以外で、対象者を確認することは可能ですか。 

Ａ 離職理由が確定する前の離職票等、雇用保険受給資格者証以外の書類を確認

書類として利用することはできません。なお、雇用保険受給資格者証を紛失

された場合は、ハローワークにおいて再発行の手続をしていただく必要があ

ります。 

 

Ｑ 一旦前納がなかったことを申し出た後、それを撤回することは可能ですか。 

Ａ 撤回することはできませんが、保険料を毎月払いにすることで任意継続被保

険者を続けることは可能です。 

 

Ｑ 特定受給資格者等である特例退職被保険者も対象となりますか。 

Ａ 特例退職被保険者については、任意継続被保険者とみなすこととなっていま

すので対象となります。 

 

健康保険組合 

 

報告 

Ｑ 予算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。 

Ａ 収入支出予算届出書及び収入支出予算概要表は 3 月末日までに関東信越厚

生局保険課へ提出して下さい。 

 

Ｑ 決算に関する届出はいつまでに行えばよいですか。 

Ａ 収入支出決算見込表は 5月末日まで、収入支出決算書及び収入支出決算概要

表は 9月末日までに関東信越厚生局保険課へ提出して下さい。 

 

Ｑ 「組合管掌健康保険事業状況報告」（月報）はいつまでに行えばよいですか。 

Ａ 該当月の翌月 20日までに関東信越厚生局保険課へ報告して下さい。 

 

規約 

Ｑ 組合会議員の任期はどのくらいが適当ですか。また、起算日はいつからです

か。 

Ａ 組合会議員の任期は健康保険法施行令第 6 条により 3 年を超えない範囲内

で、規約に定めることとされています。また、その起算日は次のとおりです。 

・ 互選議員＝総選挙の日から 

・ 選定議員＝選定の日から 

 

Ｑ 選挙区内における被保険者数に著しく変動があった場合は、議員数を変更

しなければならないですか。 
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Ａ 議員 1人あたりの被保険者数の多い選挙区と、少ない選挙区との間に著しい

不均衡が生じる場合には、次期総選挙より議員定数を変更する必要がありま

す。 

 

Ｑ 一般保険料率の変更を行う場合、いつまでに手続を行えばよいですか。 

Ａ 一般保険料率の変更を行う前月末日までに認可を受ける必要があります。例

えば、3 月より一般保険料率の変更を行う場合、2 月末日までに認可を受け

る必要があり、申請時期を含め組合会の開催時期も考慮して下さい。 

 

予算 

Ｑ 収入支出予算概要表で必要のない項目を削除して作成してもよいですか。 

Ａ 必要のない項目であっても削除は出来ません。 

 

Ｑ 福利厚生施設の解約による預託金の一般勘定収入の計上科目は何になりま

すか。 

Ａ （款）雑収入、（項）雑入、（目）雑入となります。 

 

Ｑ 国庫補助金収入について、名目計上することは可能ですか。 

Ａ 特定健康診査・保健指導補助金を除き、名目計上は可能です。また、不用財

産等売払代についても名目計上は可能です。 

 

Ｑ 組合財政支援交付金について、名目計上することは可能ですか。 

Ａ 名目計上はできません。また、前期高齢者交付金についても名目計上は出来

ません。 

 

準備金 

Ｑ 準備金および別途積立金を株式による形態で保有してもよいですか。 

Ａ 株式による形態での保有はできません。準備金および任意積立金の保有形態

については「健康保険組合事業運営基準」において示されており、その中に

株式は含まれておりません。これは基本的に元本が保証されていないことに

よるものです。 

 

支出 

Ｑ 保険給付費の支給決定を 3月に行い被保険者への支払が 4月になった場合、

支出年度はどうすればよいですか。 

Ａ 保険給付費の現金給付は、支給決定を行った日の属する年度となります。ま

た、公共料金は使用月、旅費は出張日の属する年度となります。 
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財産の処分 

Ｑ 健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合、どのような手続が必

要ですか。 

Ａ 健康保険組合が保有する建物や土地を処分する場合は、必ず組合会の議決を

経た後に、重要財産処分の認可申請を行い、関東信越厚生局長の認可を受け

てから処分する必要があります。 

 

 


